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23
％
（
２
０
０
９
年
度
の
全
国
の
全
世

帯
で
の
加
入
率
。
火
災
保
険
へ
の
付
帯

率
は
46
・
５
％
）
と
ま
だ
ま
だ
低
い
。

ま
た
、
オ
ー
ナ
ー
ズ
・
ス
タ
イ
ル
の
ア

ン
ケ
ー
ト
で
は
読
者
の
賃
貸
住
宅
で
の

加
入
率
も
50
％
に
過
ぎ
ず
、「
保
険
料

が
高
い
割
に
は
補
償
内
容
が
不
十
分
」

と
思
っ
て
い
る
オ
ー
ナ
ー
も
少
な
く
な

い
。
し
か
し
こ
れ
は
多
分
に
誤
解
に
基

づ
い
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
建
物
自
体

の
耐
震
性
の
高
さ
を
売
り
に
す
る
ハ
ウ

ス
メ
ー
カ
ー
等
が
、
地
震
保
険
へ
の
加

迫
る
地
震
の
危
険
性
に
比
べ

加
入
率
が
低
い
理
由
は
？

　

東
日
本
大
震
災
に
か
か
わ
る
地
震
保

険
の
支
払
い
件
数
と
金
額
は
、
約
64
万

件
で
１
兆
９
０
０
億
円
を
超
え
た
（
２

０
１
１
年
７
月
28
日
現
在
）。
阪
神
・
淡

路
大
震
災（
７
８
３
億
円
）の
約
14
倍
に

達
す
る
。
賃
貸
経
営
の
オ
ー
ナ
ー
に
と

っ
て
も
、
保
険
金
が
復
旧
に
役
立
っ
た

ケ
ー
ス
は
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

と
は
い
え
、
地
震
保
険
の
加
入
率
は

入
を
あ
ま
り
積
極
的
に
勧
め
て
い
な
い

の
も
要
因
の
ひ
と
つ
の
よ
う
だ
。

　

火
災
保
険
で
十
分
と
い
う
意
識
も
強

い
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
認
識

不
足
だ
。
今
回
の
震
災
で
大
き
な
問
題

に
な
っ
た
津
波
や
液
状
化
に
よ
る
被
害

は
、
火
災
保
険
で
は
一
切
補
償
さ
れ
な

い
。
地
震
と
因
果
関
係
の
あ
る
火
災
に

は
、
火
災
保
険
は
適
用
さ
れ
な
い
か
ら

だ
。
特
に
建
物
の
密
集
し
た
都
市
部
で

は
延
焼
の
危
険
も
高
い
た
め
、
地
震
に

よ
る
火
災
に
備
え
る
必
要
が
あ
る
。
液

状
化
も
、
湾
岸
エ
リ
ア
や
内
陸
の
低
地

な
ど
で
は
他
人
事
で
は
な
い
。

　

今
後
、
海
溝
型
の
巨
大
地
震
が
起
き

る
可
能
性
は
高
い
。た
と
え
ば
、M（
マ

グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
）
８
ク
ラ
ス
の
東
海
地

震
が
30
年
以
内
に
起
き
る
確
率
は
87
％
、

南
関
東
地
震
（
M
７
）
も
同
じ
く
70
％

に
達
す
る
（
文
部
科
学
省
・
地
震
調
査

研
究
推
進
本
部
）。
こ
れ
か
ら
賃
貸
経

営
を
し
て
い
る
間
に
一
度
は
発
生
す
る

と
覚
悟
し
て
お
い
た
ほ
う
が
よ
い
レ
ベ

ル
だ
ろ
う
。

加
入
す
る
方
式
で
、
契
約
金
額
は
火
災

保
険
の
契
約
金
額
の
30
～
50
％
ま
で
が

原
則
。
し
か
も
、
建
物
は
５
０
０
０
万

円
、
家
財
は
１
０
０
０
万
円
ま
で
の
限

度
額
も
設
定
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
地

震
保
険
の
契
約
金
額
を
２
倍
に
し
て
火

災
保
険
と
同
額
の
１
０
０
％
ま
で
増
や

せ
る
特
約
を
付
け
ら
れ
る
「
超
保
険
」

（
東
京
海
上
日
動
火
災
保
険
）と
い
う
商

品
も
あ
る
。

　

保
険
料
は
建
物
の
構
造
と
所
在
地
に

よ
っ
て
異
な
る（
図
表
１
）。

た
と
え
ば
、
契
約
金
額

１
０
０
万
円
あ
た
り
の
年

間
保
険
料
は
、
岩
手
県
の

鉄
骨
造
な
ら
５
０
０
円
、

東
京
都
の
木
造
な
ら
３
１

３
０
円
。
最
大
で
６
倍
以

上
の
差
が
あ
る
。
免
震
構

造
や
耐
震
等
級
な
ど
に
よ

っ
て
、
保
険
料
の
割
引
制
度
も
あ
る
。

「
全
損
」と「
全
壊
」は
異
な
る
。

保
険
金
で
十
分
補
え
る
場
合
も

　

保
険
金
は
損
害
の
程
度
に
応
じ
て
支

払
わ
れ
る
。
損
害
の
程
度
は
、
全
損
、

半
損
、
一
部
損
と
い
う
３
つ
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
に
分
か
れ
て
い
る
（
図
表
２
）。

も
と
も
と
地
震
保
険
の
契
約
金
額
は
建

物
価
格
の
50
％
が
上
限
の
た
め
、
保
険

金
額
は
建
物
の
時
価
を
大
幅
に
下
回
る
。

そ
の
た
め
「
損
害
を
受
け
て
も
十
分
に

補
償
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
よ
う
だ
。
た
と
え

ば
、
も
っ
と
も
適
用
件
数
の
多
い
一
部

損
は
、
主
要
構
造
部
の
３
％
以
上
20
％

未
満
の
損
害
を
受
け
た
場
合
に
認
定
さ

れ
、
支
払
わ
れ
る
保
険
金
は
契
約
金
額

の
５
％
だ
。
仮
に
20
％
近
く
が
損
害
を

受
け
て
も
、
契
約
金
額
の
20
分
の
１
し

か
保
険
金
が
出
な
け
れ
ば
、
修
繕
費
に

は
ま
っ
た
く
足
り
な
い
と
思
う
か
も
し

れ
な
い
。

　

し
か
し
、
こ
こ
に
誤
解
が

あ
る
。
実
は
、
損
害
の
程
度

と
修
繕
費
と
は
必
ず
し
も
一

致
し
な
い
の
で
あ
る
。
損
害

の
認
定
は
、
柱
や
壁
な
ど
に

何
箇
所
の
被
害
が
あ
っ
た
か

を
調
査
し
て
認
定
す
る
。
た

と
え
柱
に
ヒ
ビ
が
入
っ
て
い

て
も
大
掛
か
り
な
補
修
は
不
要
だ
っ
た

り
、
補
修
費
は
あ
ま
り
か
か
ら
な
か
っ

た
り
す
る
ケ
ー
ス
が
珍
し
く
な
い
。
津

波
で
建
物
が
丸
ご
と
流
失
し
て
し
ま
う

よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
、
確
か
に
建
物
価

格
の
半
分
の
保
険
金
で
は
再
建
は
で
き

な
い
。
し
か
し
、
全
損
に
認
定
さ
れ
た

ケ
ー
ス
の
な
か
に
も
、
実
際
に
は
建
て

替
え
は
不
要
で
、
中
規
模
の
補
修
で
済

む
ケ
ー
ス
は
少
な
く
な
い
。
地
震
保
険

に
お
け
る
「
全
損
」
は
、
行
政
が
判
断

23 22

絶
対
に
加
入
す
べ
き
、

そ
の
理
由

岩手県	 秋田県	 山形県	
福島県	 栃木県	 群馬県	
富山県	 石川県	 福井県	
鳥取県	 島根県	 山口県	
福岡県	 佐賀県	 長崎県	
熊本県	鹿児島県

北海道	 青森県	 宮城県	
新潟県	 長野県	 岐阜県	
滋賀県	 京都府	 奈良県	
兵庫県	 岡山県	 広島県	
大分県	 宮崎県	 沖縄県

香川県

茨城県	 山梨県	 愛媛県

徳島県	 高知県

千葉県	 愛知県	 三重県	
和歌山県

埼玉県	 大阪府

東京都	神奈川県	静岡市

主として鉄骨・
コンクリート造
の建物

主として
木造の建物

500円 1,000円

650円 1,270円

650円 1,560円
910円 1,880円
910円 2,150円
1,050円 1,880円

1,690円 3,060円

1,690円 3,130円

は
横
並
び
で
あ
る
。

　

補
償
対
象
は
居
住
用
建
物
と
家
財
。

店
舗
や
事
務
所
と
の
併
用
住
宅
の
場
合

は
、
全
体
を
居
住
用
建
物
と
し
て
適
用

で
き
る
。
専
用
の
事
務
所
や
店
舗
は
対

象
外
で
あ
る
。
保
険
金
が
支
払
わ
れ
る

の
は
、
建
物
に
つ
い
て
は
、
基
礎
・
柱
・

壁
な
ど
の
主
要
構
造
部
に
損
傷
を
受
け

た
場
合
だ
。

　

原
則
と
し
て
火
災
保
険
と
セ
ッ
ト
で

政
府
と
保
険
会
社
が
共
同
運
営

　

ま
ず
地
震
保
険
の
内
容
に
つ
い
て
復

習
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
は
他
の
損
害
保

険
と
違
い
、
政
府
が
再
保
険
を
か
け
て

損
害
保
険
会
社
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て

い
る
た
め
公
共
性
が
高
い
。
火
災
保
険

は
保
険
会
社
に
よ
っ
て
内
容
が
ま
ち
ま

ち
だ
が
、
地
震
保
険
は
ど
の
保
険
会
社

を
通
じ
て
加
入
し
て
も
基
本
的
な
内
容

年間保険料例
（地震保険契約金額100万円あたり）

建物の構造区分

建物の所在地

地震保険が適用となる損害の定義、支払われる金額

損害の状況

※1	時価とは、同等のものを新たに建築あるいは購入するのに必要な金額から、
	 使用による消耗分を控除した金額です。
※2	損害の状況については、損害保険会社の専門の調査員が判定します。
※3	１回の地震による保険金の総支払限度額は５兆5,000億円（2011年5月現在）です。
	 万一、この額を超える損害が発生したときは保険金が減額されることがあります。

建　物 家　財
支払われる

保険金

基礎・柱・壁・屋根などの
損害額が建物の時価の

50％以上
焼失・流失した部分の床面積が
建物の延床面積の

70％以上

基礎・柱・壁・屋根などの
損害額が建物の時価の

20％以上50％未満
焼失・流失した部分の床面積が
建物の延床面積の

20％以上70％未満

家財の損害額が
時価の30％以上

80％未満

家財の損害額が
時価の

80％以上

基礎・柱・壁・屋根などの
損害額が建物の時価の

3％以上20％未満
全損、半損に至らない建物が
床上浸水または地盤面から
45㎝を超える浸水

家財の損害額が
時価の10％以上

30％未満

契約金額の
100％

（時価が限度）

契約金額の
50％

（時価の50％
が限度）

契約金額の
5％

（時価の5％が
限度）

出典：社団法人	日本損害保険協会

図表 2

全 損

半 損

一部損

写真は本文の内容とは関係ありません

出典：社団法人	日本損害保険協会

大
地
震
に
備
え
る

図表 1

火
災
保
険
に
比
べ
て
、
地
震
保
険
の
加
入
率
は
ま
だ
ま
だ
低
い
。

そ
れ
は
地
震
保
険
の
本
当
の
効
用
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い
た
め
だ
。

資
産
を
守
り
、
事
業
の
継
続
性
を
高
め
る
地
震
保
険
の
実
力
と
最
新
事
情
を
、

東
京
海
上
日
動
火
災
保
険
の
市
川
氏
に
う
か
が
っ
た
。

東京海上日動火災保険株式会社
首都損害サービス部
火災新種損害サービス第二課

課長　市川 高史氏

取材協力
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地
盤
が
30
セ
ン
チ
も
沈
下

建
物
の
傾
き
で
健
康
被
害
も

　

A
さ
ん
の
自
宅
は
、
30
年
前
に
建

て
た
在
来
工
法
の
木
造
一
戸
建
て
だ
。

築
年
数
は
経
っ
て
い
る
も
の
の
、
地

震
発
生
時
の
揺
れ
は
そ
れ
ほ
ど
で
も

な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
液
状
化
の

影
響
で
、
敷
地
の
地
盤
面
が
前
面
道

路
よ
り
30
セ
ン
チ
も
沈
下
し
、
建
物

が
１
度
以
上
傾
い
て
し
ま
っ
た
。
室

内
に
い
る
と
平
衡
感
覚
が
お
か
し
く

な
り
、
次
第
に
具
合
も
悪
く
な
っ
た
。

駐
車
場
に
は
合
板
を
敷
い
て
、
車
を

出
し
入
れ
す
る
状
態
だ
。
こ
の
ま
ま

生
活
を
続
け
る
の
は
難
し
い
。

　

電
気
、
ガ
ス
、
水
道
な
ど
の
ラ
イ

フ
ラ
イ
ン
は
復
旧
ま
で
に
数
週
間
か

か
っ
た
。
た
ま
た
ま
お
風
呂
の
浴
槽

に
溜
め
て
い
た
水
が
、
ト
イ
レ
を
流

し
た
り
手
を
洗
う
の
に
大
い
に
役
立

っ
た
と
い
う
。

す
る
被
害
認
定
の
「
全
壊
」
と
は
違
う

か
ら
だ
。
被
害
認
定
の
全
壊
は
「
建
物

全
て
が
倒
壊
、
流
出
し
て
住
宅
と
し
て

の
基
本
的
機
能
を
喪
失
し
、
補
修
し
て

も
再
使
用
が
困
難
」
な
状
態
を
い
う
。

つ
ま
り
建
て
替
え
し
か
な
い
。
し
か
し
、

地
震
保
険
の
「
全
損
」
は
住
宅
と
し
て

の
機
能
は
失
わ
ず
、
住
み
続
け
ら
れ
る

ケ
ー
ス
が
含
ま
れ
る
。

　

ま
た
、
今
回
の
震
災
の
直
後
は
、
木

造
建
物
の
場
合
は
建
物
が
３
度
以
上
傾

か
な
け
れ
ば
全
損
に
認
定
さ
れ
な
か
っ

た
が
、
液
状
化
被
害
の
広
が
り
に
よ
り
、

液
状
化
の
損
害
に
対
す
る
規
定
が
追

加
さ
れ
、
１
度
以
上
の
傾
斜
で
全
損
の

扱
い
に
な
っ
た
。
鉄
骨
造
建
物
（
共
同

住
宅
を
除
く
）
に
お
い
て
も
、
同
様
の

基
準
が
追
加
さ
れ
た
（
図
表
３
）。
そ

の
結
果
、「
地
盤
改
良
と
建
物
の
傾
き

の
補
正
で
済
ん
だ
の
で
、
修
繕
費
は
保

険
金
の
範
囲
内
に
十
分
収
ま
っ
た
」
と

い
う
声
は
多
い
。
全
損
と
認
定
さ
れ
て

も
、
外
観
上
は
ほ
と
ん
ど
無
傷
に
見
え

る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
地
震
保
険
の
「
半

損
」
も
、
実
際
の
「
半
壊
」
に
比
べ
て
、

よ
り
緩
や
か
な
状
態
で
も
認
定
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。

地
震
の
リ
ス
ク
対
策
と
し
て

保
険
料
は
決
し
て
割
高
で
な
い

　

幸
い
、
A
さ
ん
は
地
震
に
よ
る
火

災
に
備
え
て
地
震
保
険
に
加
入
し
て

い
た
た
め
、
地
震
発
生
か
ら
１
カ
月

ほ
ど
経
っ
た
頃
に
、
保
険
調
査
員
が

被
害
状
況
を
調
べ
に
来
た
。
判
定
は

「
半
損
」。
１
週
間
後
に
契
約
金
額
の

50
％
、
５
０
０
万
円
の
保
険
金
が
支

払
わ
れ
た
。　

　

そ
の
後
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
情

報
を
集
め
、
建
設
会
社
に
問
い
合
わ

せ
た
と
こ
ろ
、
地
盤
改
良
と
建
物
の

傾
斜
を
直
す
工
事
に
総
額
で
約
８
０

０
万
円
も
か
か
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

保
険
金
で
は
そ
の
費
用
を
カ
バ
ー
で

き
な
い
。
国
と
市
の
被
災
者
生
活
支

援
制
度
を
組
み
合
わ
せ
る
と
、
地
盤

の
復
旧
に
２
０
０
万
円
支
給
さ
れ
る

が
、
そ
れ
で
も
足
り
な
か
っ
た
。

半
損
か
ら
全
損
へ
改
定

保
険
金
が
増
額
し
補
修
可
能
に

　

補
修
費
用
の
捻
出
に
頭
を
悩
ま
せ

て
い
た
と
こ
ろ
、６
月
24
日
に
「
地

盤
の
液
状
化
に
よ
る
建
物
被
害
」
に

つ
い
て
の
損
害
認
定
方
法
の
基
準

（
木
造
と
鉄
骨
造
）を
、（
社
）日
本
損

害
保
険
協
会
が
追
加
し
た
の
で
あ
る
。

従
来
は
、
建
物
が
３
度
を
超
え
る
傾

き
が
な
い
と
全
損
に
な
ら
な
か
っ
た

が
、
液
状
化
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、

傾
斜
が
１
度
を
超
え
る
か
、
30
セ
ン

チ
を
超
え
る
沈
下
の
場
合
に
全
損

　
「
保
険
料
が
割
高
」
と
い
う
見
方
も
必

ず
し
も
当
た
っ
て
い
な
い
。
具
体
例
で

考
え
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
東
京
都
内

に
４
０
０
０
万
円
の
木
造
ア
パ
ー
ト
が

あ
り
、
地
震
保
険
を
火
災
保
険
の
半
分

２
０
０
０
万
円
か
け
た
と
し
よ
う
。
保

険
料
は
、
年
間
６
万
２
６
０
０
円
（
前

ペ
ー
ジ
図
表
１
）。
５
年
後
に
大
地
震

が
起
き
て
「
全
損
」
の
認
定
を
受
け
る

と
２
０
０
０
万
円
の
保
険
金
が
下
り
る
。

「
半
損
」で
１
０
０
０
万
円
、「
一
部
損
」

で
も
１
０
０
万
円
も
ら
え
る
。
５
年
間

で
支
払
っ
た
保
険
料
は
約
30
万
円
だ
。

30
年
間
払
っ
て
も
２
０
０
万
円
に
満
た

な
い
。
冒
頭
に
指
摘
し
た
大
地
震
の
発

生
確
率
か
ら
考
え
て
、
こ
の
保
険
料
が

割
高
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

何
よ
り
も
、
下
記
の
事
例
で
も
明
ら
か

な
よ
う
に
、
地
震
保
険
へ
の
加
入
の
有

無
に
よ
っ
て
、
結
果
は
天
と
地
ほ
ど
の

差
が
あ
る
。
リ
ス
ク
管
理
の
観
点
か
ら

い
え
ば
必
須
の
保
険
と
い
る
だ
ろ
う
。
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戸
建
て
貸
家
が
被
災

液
状
化
で
１
度
を
超
え
る
傾
斜

　

築
30
年
の
木
造
一
戸
建
て
の
貸
家

が
震
災
の
被
害
に
遭
っ
た
の
は
、
オ

ー
ナ
ー
の
B
さ
ん
。
こ
の
貸
家
は
、

も
と
も
と
B
さ
ん
自
身
が
住
ん
で
い

る
自
宅
だ
っ
た
が
、
駅
に
近
い
マ
ン

シ
ョ
ン
に
住
み
替
え
た
の
を
機
に
、

大
手
企
業
の
社
員
に
法
人
契
約
で
貸

す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
今
回

の
震
災
で
は
、
自
宅
マ
ン
シ
ョ
ン
の

被
害
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
と
こ

ろ
が
、
貸
家
の
ほ
う
が
液
状
化
の
た

め
に
１
度
以
上
も
傾
い
て
し
ま
っ
た

の
だ
。

　

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
も
ス
ト
ッ
プ
し
た

た
め
、
入
居
者
は
生
活
を
続
け
ら
れ

る
状
態
で
は
な
く
な
っ
た
。
会
社
か

ら
退
去
命
令
が
出
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

ま
も
な
く
転
居
し
て
し
ま
い
、
賃
料

収
入
が
途
絶
え
た
。

　

地
震
保
険
に
加
入
し
て
い
れ
ば
、

液
状
化
被
害
の
新
基
準
で
全
損
と
な

り
、
十
分
な
保
険
金
が
降
り
た
は
ず
。

し
か
し
、
B
さ
ん
は
地
震
保
険
に
加

入
し
て
い
な
か
っ
た
。

公
的
支
援
金
も
得
ら
れ
ず

貸
家
を
空
室
の
ま
ま
放
置

　

さ
ら
に
困
っ
た
こ
と
に
、
公
的
な

支
援
金
も
得
ら
れ
な
い
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
と
い
う
の
も
、
国
や
県
、
市

の
生
活
支
援
制
度
は
、
住
民
票
を
置

い
て
い
る
居
住
者
に
対
し
て「
生
活
」

を
支
援
す
る
制
度
だ
。
県
や
市
に
よ

る
独
自
の
補
助
金
も
、
申
請
時
に
被

災
し
た
住
宅
に
住
ん
で
い
る
こ
と
が

条
件
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

B
さ
ん
は
マ
ン
シ
ョ
ン
の
所
在
地
に

住
民
票
が
あ
り
、
貸
家
の
ほ
う
に
は

な
い
。
い
く
ら
建
物
の
被
害
が
あ
っ

て
も
、
支
援
金
は
一
銭
も
支
給
さ
れ

な
い
の
だ
。

　

保
険
金
も
出
な
い
た
め
、
補
修
費

は
す
べ
て
自
己
負
担
に
な
る
。
た
と

え
自
腹
で
直
し
て
貸
家
を
復
旧
し
た

と
し
て
も
、
再
び
入
居
者
が
現
れ
る

だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
家

賃
を
か
な
り
下
げ
る
覚
悟
が
必
要
だ

ろ
う
。

　

「
こ
の
ま
ま
で
は
売
る
に
も
売
れ
な

い
。
今
後
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
…
」

B
さ
ん
は
、
空
き
家
の
状
態
で
放
置

し
た
ま
ま
、
困
り
果
て
て
い
る
。

に
認
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ

（
図
表
３
）。

　

A
さ
ん
の
自
宅
は
、
新
基
準
に
よ

る
再
調
査
で
全
損
扱
い
と
な
り
、
契

約
金
額
の
１
０
０
％
の
１
０
０
０
万

円
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
で
補
修
費
用
を
ま
か
な
え
る
。

　

「
や
っ
と
自
力
で
復
旧
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
、ホ
ッ
と
し
ま
し
た
」

と
A
さ
ん
は
胸
を
な
で
お
ろ
し
た
。

地
震
保
険
に
加
入
し
て
い
て

幸
運
だ
っ
た
Ａ
さ
ん
の
場
合

未
加
入
で
た
い
へ
ん
苦
労
さ
れ
て

い
る
オ
ー
ナ
ー
Ｂ
さ
ん
の
場
合

写真は本文の内容とは
関係ありません

建 

物
建物の地震保険金額の50%

（ただし時価の50%が限度）

建物の地震保険金額の全額
（ただし時価が限度）

建物の地震保険金額の5%
（ただし時価の5%が限度）

0.2度を超え
0.5度以下の
場合

10㎝を超え
15㎝以下の
場合

0.5度を超え
1度以下の
場合

15㎝を超え
30㎝以下の
場合

1度を超える
場合

30㎝を
超える場合

一
部
損

半 

損

全 

損

傾 斜 沈 下
被害の状況 支払保険金

賢い地震保険の入り方や、
東日本大震災での実際が
もっと詳しくわかる

10月13日（木）13時30分～
会場：新宿ファーストウエスト
詳しくは本誌９ページを
ご覧ください。

詳しくはセミナーで

大
地
震
に
備
え
る

出典：社団法人 日本損害保険協会
取材へのご協力ありがとうございました。

オーナーズ・スタイル主催の
セミナーがあります！

6月に追加された液状化の新しい判定基準図表 3

※ 木造建物（在来軸組工法もしくは枠組壁工法で共同住宅を含む）と
 鉄骨造建物（共同住宅を除く）の液状化による損害の場合
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「
耐
震
」
が
基
本
。
そ
の
基
準
を

ク
リ
ア
し
な
い
と
建
築
で
き
な
い

　

地
震
に
対
す
る
日
本
の
建
築
基
準
の

規
定
は
、
揺
れ
な
い
よ
う
に
踏
ん
張
る

剛
性
と
、
変
形
し
て
も
壊
れ
な
い
粘
り

強
さ
と
を
建
物
の
構
造
躯
体
に
持
た
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
「
地
震
に
耐
え
る
」

こ
と
、つ
ま
り「
耐
震
」が
基
本
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

明
治
以
降
に
近
代
建
築
が
誕
生
し
た

当
初
は「
防
火
」と「
衛
生
」が
課
題
で
し

た
が
、
大
正
12
年
の
関
東
大
震
災
を
き

っ
か
け
に「
耐
震
」の
重
要
性
が
認
識
さ

れ
ま
し
た
。
昭
和
25
年
に
建
築
基
準
法

が
制
定
さ
れ
、
そ
の
後
、
大
地
震
が
発

生
す
る
た
び
に
地
震
の
研
究
と
建
築
技

術
の
開
発
が
進
み
、そ
れ
に
伴
っ
て「
耐

震
」の
基
準
が
改
定
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

現
在
の
建
築
基
準
法
で
詳
細
に
規
定
さ

れ
て
い
る
の
は
、
こ
の「
耐
震
」と
い
う

観
点
か
ら
の
基
準
。
こ
れ
を
ク
リ
ア
し

な
け
れ
ば
建
築
確
認
が
お
り
ま
せ
ん
。

30
年
前
の
１
９
８
１
年
を
境
に

耐
震
設
計
基
準
が
大
改
正

　

地
震
に
対
す
る
法
規
制
の
変
遷
は
図

の
よ
う
な
流
れ
と
な
り
ま
す
（
図
表

１
）。
こ
の
中
で
も
っ
と
も
大
き
な
変

化
は
、
昭
和
56
年
に
行
わ
れ
た
建
築
基

す
。
た
だ
し
、
あ
く
ま
で
も
建
築
基
準

法
で
は
「
人
命
を
守
る
」
と
い
う
最
低

限
の
基
準
を
定
め
て
お
り
、
経
済
性
の

観
点
か
ら
建
物
が
あ
る
程
度
の
損
傷
を

受
け
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
て
い
ま
す
。

プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
の
効
果
を

求
め
る
な
ら
「
免
震
」
と
「
制
振
」

　

建
物
の
構
造
的
な
損
傷
を
極
力
抑
え
、

設
備
や
家
財
の
被
害
も
減
ら
し
て
資
産

価
値
を
守
り
た
い
な
ら
、
2
つ
の
方
法

が
あ
り
ま
す
。

　

1
つ
は
建
築
基
準
法
の
規
定
以
上
に

耐
震
性
能
を
高
め
る
こ
と
。
た
と
え
ば

住
宅
性
能
表
示
制
度
で
は
、
そ
の
ラ
ン

ク
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
（
図
表
２
）。

　

2
つ
目
は
、
耐
震
と
は
別
の
ア
プ
ロ

ー
チ
で
地
震
か
ら
守
る
こ
と
で
す
。
そ

れ
が
「
制
振
」
や
「
免
震
」
の
技
術

（
図
表
３
）。　
「
制
振
」
は
、
建
物
内
の

壁
や
柱
・
梁
な
ど
の
構
造
部
分
に
、
地

震
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
吸
収
す
る
ダ
ン
パ
ー

（
緩
衝
装
置
）
を
組
み
込
み
、
揺
れ
を

制
御
す
る
手
法
で
す
。「
免
震
」
は
、

地
盤
と
建
物
を
切
り
離
す
「
ア
イ
ソ
レ

ー
タ
ー
」
を
基
礎
部
分
な
ど
に
設
置
し

て
、
建
物
に
揺
れ
が
伝
わ
ら
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
。
免
震
装
置
に
は
、
積
層

ゴ
ム
や
ベ
ア
リ
ン
グ
式
滑
り
支
承
な
ど

が
あ
り
ま
す
。

　
「
制
振
」
と
「
免
震
」
は
地
盤
や
構
造

に
よ
っ
て
も
向
き
不
向
き
が
あ
り
ま
す
。

ど
ん
な
建
物
を
ど
こ
に
建
て
る
か
、
家

財
や
設
備
な
ど
へ
の
被
害
を
ど
の
程
度

ま
で
許
容
で
き
る
か
に
よ
っ
て
に
よ
っ

て
選
択
肢
が
変
わ
る
で
し
ょ
う
。
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準
法
施
行
令
の
大
改
正
で
す
。
こ
れ
を

境
に
、
設
計
基
準
が
「
旧
耐
震
」
と
「
新

耐
震
」
に
分
か
れ
ま
し
た
。
既
存
の
建

物
で
は
築
30
年
前
後
が
分
岐
点
に
な
り

ま
す
。
今
回
の
東
日
本
大
震
災
で
も
、

新
耐
震
以
降
の
建
物
は
、
津
波
や
地
盤

沈
下
に
よ
る
被
害
を
別
に
す
れ
ば
、
大

き
な
被
害
を
受
け
ず
、
新
耐
震
の
意
義

が
実
証
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

旧
耐
震
で
は
「
震
度
５
程
度
の
中
地

震
に
対
し
て
大
き
な
損
傷
を
受
け
な

い
」
と
し
、
大
地
震

の
規
定
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
新
耐
震

で
は
「
中
地
震
で
は

損
傷
を
軽
微
に
止
め
、

震
度
６
強
か
ら
震
度

７
程
度
の
大
地
震
に

対
し
て
、
建
物
の
倒

壊
を
防
ぎ
、
人
命
を

守
る
」
と
い
う
ワ
ン

ラ
ン
ク
上
の
規
定
に

変
わ
っ
た
の
で
す
。

　

新
耐
震
と
な
っ
て

か
ら
も
、
大
地
震
の

た
び
に
想
定
外
の
被

害
が
発
生
し
た
こ
と

に
対
応
し
て
、
建
築

基
準
の
細
か
い
規
定

は
少
し
ず
つ
改
定
さ

れ
強
化
さ
れ
て
い
ま

耐　震

大
地
震
に
備
え
る

積層ゴムなどを基礎
部に入れ、建物と地
盤を分離し、建物に
揺れを直接伝えない

揺れを感じにくい

価格は高くなる
建物が動くため周囲
に50cm程度の余裕
が必要

特
徴

柔らかく支えて
揺れを伝えない

油圧ダンパーなど
の制振装置で地震
の揺れを吸収する

揺れが軽減される

価格はやや高くなる
敷地条件に制約なし

揺れを制御し
吸収する

構造体そのものの
強度で地震の揺れ
に耐える

揺れを感じる

耐震等級で価格が
変わる
敷地条件に制約なし

強い構造で
地震に耐える

揺
れ

そ
の
他

制　振 免　震

S25年	（1950） 建築基準法の施行

S46年	（1971） 建築基準法施行令改正
RC造の柱帯筋の強化

S56年	（1981） 建築基準法施行令改正
新耐震設計スタート

H7年	（1995） 建築基準法及び告示の改正
S造・RC造の規定見直し。木造の接合金物等の奨励

耐震改修促進法制定
大勢の人が利用する一定規模以上の建物について、
耐震基準と改修を努力義務とした

H12年	（2000） 建築基準法改正
建築基準の性能規定化を柱に、確認手続きの緩和や
規制の実効性の確保が図られた。
木造においては地耐力に応じた基礎を規定。
事実上の地盤調査の義務化。構造材の継手・仕口の仕様を規定。
耐力壁配置のバランス計算の義務化

H17年	（2005） 建築基準法改正
一定規模以上の特殊建築物や事務所ビル等の定期報告義務の強化

H18年	（2006） 耐震改修促進法改正
自治体による具体的な施策の制定と
努力義務対象建物の拡大と指示、指導の強化

H19年	（2007） 建築基準法改正
指定機関による構造計算審査の実施

S23年	（1948） 福井地震

S43年	（1968） 十勝沖地震

S53年	（1978） 宮城県沖地震

H7年	（1995） 兵庫県南部地震

H15年	（2003） 十勝沖地震

H17年	（2005） 耐震偽装問題

新
耐
震
基
準

図表2住宅性能表示制度の基準

低

高

既存住宅で、構造耐力に大き
く影響する可能性のある劣化
事象などが認められる場合

建築基準法（新耐震基準）と
同じレベル

建築基準法の1.25倍の地震に
対抗できる

建築基準法の1.5倍の地震に
対抗できる

耐
震
性

耐震等級

0

1

2

3

旧
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地震に強い構造として「耐震」「免震」「制振」という言葉をよく耳にします。それぞれどう違うのか、
どのように大切な財産や人命を守れるのか、オーナーなら知っておきたい基本的なことを整理してみました。

図表3「耐震」「制振」「免震」の違い

図表11950年以降の法規制の変遷

▶鉄筋コンクリート造は、コンクリートと鉄
筋の強さを組み合わせ、つなぎ目の無い一体
型とすることで耐震性を高めています（例：
朝日建設	38ページ参照）。
▶壁式プレキャストコンクリート（WPC）工法
は、鉄筋コンクリートパネルを組み立てて一
体型の箱にすることで高い耐震レベルを実現
しています（例：レスコハウス	40ページ参照）。
▶免震構造は賃貸マンションでも増えつつあ
ります（例：生和コーポレーション	34ページ
参照）。また、耐震性に優れると同時に被災時
の生活維持に必要な設備も整備された「防災
力強化マンション」も登場しています（例：
生和コーポレーション	34ページ参照）。
▶木造住宅でも、住宅性能表示制度で高い耐
震等級を獲得する工法があります。たとえば
壁・床・天井の６面体で支えるツーバイフォー
工法、伝統的な木造軸組工法に最新技術を組
み合わせたマルチバランス構法、梁勝ちラー
メン構造を木造で実現したビッグフレーム構法
など（例：住友林業	36ページ参照）。
▶ところで賃貸住宅が被災して運営できなく
なった場合、次の活用法が決まるまでの期間
をコインパーキングで運用するという事例が
過去に多く見受けられました（例：三井のリ
パーク	15ページ参照）。
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